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 12. YC 社（神奈川、ヒアリング実施日 2011.12.16） 

 

1. 組織概要 

従業員数： 約 8,500 名（2011 年 12 月 16 日ヒアリング実施時点。なお従業員の内訳は、正

規社員が約 1,500 名、パート社員、アルバイト社員、再雇用社員の合計が約 7,000 名、その

他派遣社員、委託社員が若干名。なお、従業員数は会員企業 6 社と YC 社の合計）、本店所在

地：神奈川、事業内容：主力事業は、食品、生活雑貨の店舗販売および宅配事業。その他に

も共済、保険事業、介護福祉事業、葬祭事業を営む。組織形態：YC 社は会員企業 6 社の本

部機能を集中した組織。企業別労働組合：あり。 

 

2．ハラスメントに関する相談内容 

〈事例 1：直属上司による退職拒否〉 

 YC 社の内部通報窓口「コンプライアンスコール」に以下のような通報・相談があった。

他のパート社員と言い争いとなったことで退職を決意したパート社員は店長に退職の申し出

を行ったが、店長から約 3 時間にわたって執拗に退職の引き留めにあった。数日後、同パー

ト社員は退職届を店長宛てに提出したが、その際、同店長から強引な言動を伴う退職の引き

留めにあっただけでなく、さらには退職届の受理までも拒否された。 

 同社によると当該店長は、パート社員間のトラブルについて知っていたが、仲裁が苦手で

あったために解決に向けた行動を取らなかったことが、問題発生のそもそもの原因であった。

パート社員の退職を撤回してほしいという思いでおこなった引き留めが、パート社員に恐怖

感と不信感をもたらす結果となり、コンプライアンスコールへの相談に至った。 

 この相談に対して、コンプライアンスコールは店長の言動や行動は不適切であるとして、

行為者である店長に今後の部門運営の正常化と反省を促した。 

 

〈事例 2：年下の同僚からの威嚇行為〉 

 自分が仕事でミスをしたときに同僚から机やいすを蹴り上げる威嚇行為や、強い口調での

叱咤を受けたという通報・相談がコンプライアンスコールにあった。相談者、行為者いずれ

も現場責任者にあたる同僚であったが、行為者は相談者よりも年下であった。 

 相談を受けたコンプライアンスコールの担当者は、相談者にもマネジメントや職務の面で

課題があったが、同僚社員の行為および言動はパワハラ的であったと判断して、行為者に対

して上記のような威嚇行為や言動について反省と今後の改善を求め、是正が行われた。 

 

3．ハラスメント対策導入の経緯・意義 

・雪印食品等の内部告発事件がコンプライアンス経営のきっかけ 

 後述するように、YC 社では内部通報窓口「コンプライアンスコール」がハラスメント関
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連の相談窓口として機能しているが、この窓口の設置のきっかけは 2001 年の雪印食品の牛

肉偽装事件などの内部告発の事件である。 

 

・コンプライアンスや組織の活性化が組織存続につながる 

コンプライアンスコール設置の意義には、コンプライアンスや風通しの良い職場にするこ

とで強い組織を作っていくということがある。そして、それが結果的に組織存続につながる

と考えている。 

 

4．ハラスメント対策の具体的内容 

・内部通報窓口への相談 

上述の YC 社の内部通報窓口、コンプライアンスコールは、①法令遵守、②内部規定違反

や不正行為の撲滅、③職場運営上のさまざまな問題、セクハラ、パワハラなど、職場内の問

題を解決してコミュニケーションの改善をはかり、一人ひとりがいきいきと働くことのでき

る職場環境をつくること、を目的として設置された。 

職場運営に関する具体的な通報・相談の対応の仕方については、基本的には職場内で解決

することが前提ではあるが、直接通報者と面談を実施することで本質的な問題が浮き彫りと

なることも多く、当人や周りの職員から事情を聞くなどの調査を行った上で是正措置にあた

っている。なお、是正措置としては被害者の上司にあたる人物への注意・勧告や改善計画書

の提出の義務付けや是正措置終了報告などがあった。 

2010 年度にコンプライアンスコールに寄せられた相談件数 84 件のうち、パワハラに関す

る相談は 10 件であった。また 2011 年には第 3 四半期までですでに 12 件に達している。そ

れ以外にも労務管理・その他に該当する相談が 51 件、職場運営に関する相談が 14 件あり（い

ずれも 2010 年度）、そのなかにはパワハラを伴っているケースも含まれている可能性がある

という。 

 

・コンプライアンスコール周知のための広報活動 

コンプライアンスコールの存在を社員に周知し、利用を促すため、広報用のポスターを各

職場に貼り出した。また 2011 年に 1 回、社内報の臨時号において、同窓口の設置目的を説

明したり、窓口の利用によって問題解決した事例（ハラスメント関連を含む）を公表して、

信頼を得られるよう努めた。 

YC 社がこのような広報を行うようになった背景としては、同社が行った職員へのアンケ

ート調査のなかで、何か職場内で問題が生じたときにコンプライアンスコールに通報するか

という設問に対して、回答者の約 30%が通報しないと答えたことがあった。同社はこの数値

の改善を目指して積極的に広報活動を行うようになった。 
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・労使連携によるハラスメントへの対応 

 ハラスメントに関するもう一つの相談経路として、労組員が労働組合に相談するケースが

ある。労組に上がってきた相談の中には、使用者側と連携して対応にあたるケースもあった。 

担当者によると、労使連携のパターンとしては主に 3 つある。第一は、労組から使用者側

への情報提供である。これは労組に上がってきた事案について労組で対応するが、対応の仕

方については使用者側に情報提供するというものである。第二は、労組による使用者側への

対応依頼である。これは非労組員がからむ問題等で労組では対応しきれない事案等について

使用者側に対応を要求するというものである。第三は、労使双方での連携対応である。これ

は労組員同士が当事者である場合等、労使の連携した対応が必要なものである。このケース

では、労組側は本人や当該事業所の分会から事情を聞き、使用者側も直属の上司（労組員で

ある場合もある）や本人、関係者と面談するという形で相談者、行為者双方から情報を収集

し、それを共有する。その後、労使がお互いの立場から意見交換し、最終的に使用者側が対

応措置を講じる。 

 

5．今後の課題 

・コンプライアンスコールの利用促進に向けた広報活動の推進 

 上述したように、YC 社従業員でコンプライアンスコールを利用しないと考えている人は

約 3 割存在するというアンケート結果が出ているので、今後はコンプライアンスコールをも

っと利用してもらうために広報活動を積極的に行っていきたい。具体的には、守秘義務や匿

名性の保護をアピールすると同時に、上述の社内報でのコンプライアンスコールの解決事例

の公表などの取組みを通じ、従業員から信頼を得られるよう努力していきたい。 

 

6．行政等への要望 

・発信情報の平易化 

 行政から発信される情報は、よりわかりやすいものを希望する。ハラスメントに関する情

報や指針についても、もっと事業者が活用しやすいものにしてほしい。 

 

・他社の事例の情報提供 

 他社のハラスメントへの取り組み方やその経緯についてもっと知る機会があると良い。現

状では他社の事例を知る機会はほとんどない。事例の公表形式は、紙媒体だけでなく、講演

や講習という形でも良い。 
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 13. YC 労働組合（神奈川、ヒアリング実施日 2011.8.26） 

 

1. 組織概要 

組合員数：約 5,800 名（2011 年 5 月 20 日現在）。組合員の範囲：YC グループ（卸売・小売、

本社：神奈川県）関連 6 社に所属する全職員（ユニオンショップ協定に基づく。ただし登録

パート・アルバイト職員、嘱託職員と一部の関連会社の直接雇用労働者はオープンショップ）。

専従役員：9 名（正規 4 名、パート 5 名）。専従書記：2 名（パート 2 名）。上部団体：全労

連他。 

 

2. ハラスメントの発生状況等 

・パワハラに関するアンケート調査の結果 

2004 年から毎年実施している「生活・労働実感アンケート」のなかで、パワハラに関する

質問をしている。2006 年秋に実施されたアンケートで「言葉の暴力があった」との回答は、

正規職員 21%、パート職員 14%であった。2007 年以降のアンケートで、パワハラ・セクハ

ラを受けたと答えた人（対象は正規職員のみ）は、2007 年 12.6%から 2011 年 5.6%と減少

傾向にある。「この 1 年間に言葉の暴力で傷ついたこと」の自由記述欄には、「バカ、死ね」

など多くの暴言に関する回答が寄せられている（いずれも後掲資料参照）。 

 

・ハラスメントの傾向 

以前（2005～2006 年頃）は、主に上司の個性に基づく、暴言等のパワハラが発生してい

たが（例えば下記事例 1）、最近は、数値目標の達成に関する上司からの強い圧力をハラスメ

ントととらえる、もしくはそれが原因でメンタルヘルスの問題を引き起こされるという事例

が増えている（例えば下記事例 3）。 

また、全体として、パート職員のほうが正規職員よりハラスメントの相談をしやすい傾向

にある。正規職員は、報復（失職、降格、異動等）を恐れているか、言っても変わらないと

あきらめているように見える。一方、パート職員は家計補助的に働いている場合も多く、報

復をそれほど恐れていないのかもしれないと組合は考えている。 

 

3. ハラスメントに関する相談内容 

〈事例 1：上司による強い叱責・暴言〉 

2004 年 11 月、ある大型店舗のパート職員が、職場のミーティングで店長からセールの仕

方について 15 分以上にわたり強圧的態度で叱責を受けた。職員は恐怖を感じ、会社の通報

窓口に相談したが、「パワハラでない」と判断され、それ以上の対応をしてもらえなかったた

め、2005 年 2 月、YC 労組に相談した。組合は会社側とこの件で協議を続けていたところ、

6 月、この店長が、相談に来た職員だけでなく、別の 4 人の正規職員にもパワハラ的言動を
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していたことが分かった。被害を受けた職員たちからは「部下を見下した威圧的な発言」、「最

初は客観的な原因でもそのうち店長の気分で怒鳴られる」、「尋常ではない言い方（激しく怒

鳴る）」、「異動面接で退職を強要された」といった訴えがあった。 

組合の要請を受けて 7 月に行われた会社側のヒアリング調査では、他の職員たちからも、

当該店長の言動について、やみくもに怒鳴ったり人前で恥をかかせるなどの行動、「俺の言う

ことがきけない職員はいらない」などの発言についても問題があることが指摘された。ただ

一方で「厳しく叱責されるのは自分が悪いからだ」、「言い方は乱暴だが、言っていることは

正しいし、納得できる。今まで仕事をした店長の中で一番良い店長だ」という声もあった。 

このように、叱責に対する賛否両論の意見があったものの、同労組は当該店長の言動は業

務指導の範疇を超えた人権侵害であると判断し、会社側に改善要求を出した。会社側は、労

組との協議を経て、2005 年 8 月、店長の叱責は人権侵害にあたるとの見解を改めて示し、

2006 年 2～3 月に被害者たちに対して店長とともに謝罪を行い、また店長には部下を持たな

いスタッフ職への異動を命じた。 

 

〈事例 2：上司によるパート職員の顔写真の撮影〉 

中型店舗の店長が職員の顔を覚えるためとして、パート職員全員の顔写真を携帯電話で撮

影した。この行為に対し、強い不快感を抱いたパート職員たち（とりわけ、年齢の若い職員）

が YC 労組に相談を持ちかけた。相談者らは、組合本部や分会長から助言を受けながら、組

合の職場懇談会（後述）の場を利用して、当該行為と写真の処遇について、店長と直接話し

合った。結局、店長はパート職員の意向を聞き入れて保存していた顔写真を全て削除した。

最終的に、会社は当該店長に部下のいない職への異動を命じた。 

 

〈事例 3：数値目標に関する執拗な業務指導〉 

2010 年以降、数値目標に関する業務指導に関する相談がみられるようになった。この場合

の業務指導とは、暴力や暴言、威圧といった人権侵害的な行為・言動ではない。例えば、あ

る上司は、繁忙時間帯に正規職員を呼び出し「おまえ、この数字どうするんだ」などと 1～2

時間余りの間、部下の業績結果について執拗に問責した。このような厳しい業務指導によっ

てメンタルヘルスを損なう職員も増えていった。ただ、正規職員本人からは相談がなかなか

上がらず、それを見ていたパート職員から相談が入ることが多かった。 

こうした業務指導が顕在化した背景には、第一に経営危機の発生を契機に、会社が業績追

求方針を強く打ち出したことで、中間管理職、一般職員に対して強い業績向上圧力がかかる

ようになったことがあった。第二に管理職の職務評価が具体的な業績だけで評価され、勤務

経験やコミュニケーション能力が十分でない職員が出世する傾向があることも YC 労組は指

摘している。 
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4. ハラスメント対策の具体的内容 

・パワハラに関するアンケート調査の実施 

2004 年から毎年実施している「生活・労働実感アンケート」等のアンケートの中で、パワ

ハラに関する質問（自由記述欄あり）を設けて実態把握をしている（調査結果は上記 2 及び

後掲資料参照）。 

 

・労使人権委員会の設置 

2004～2006 年頃、上記事例 1 のようなパワハラ（暴言、威圧）が相次いで発生したこと

をきっかけにして労働組合がこれを人権問題として定例労使協議会で取り上げ、これを受け

て 2007 年 2 月～2009 年 10 月の間、労使間でパワハラによる人権侵害について話し合う「労

使人権委員会」が計 8 回開催された。同委員会では事件が起きた原因の分析や実際に取られ

た解決策の総括が行われた。 

 

・組合機関紙を通じたパワハラに関する啓発活動 

上記事例 1 のパワハラ事件とこれに関する労使の協議経緯の紹介、およびパワハラとは何

かの解説を組合機関紙で計 5 回にわたって連載し、組合員に対してパワハラについての啓発

活動を行った（2006 年 6 月～2007 年 6 月）。 

 

・チェックリスト・職場懇談会を活用したハラスメント改善 

各分会のパート職員は、分会の会合を開く際に、組合が作成した「職場チェックリスト」

（2011 年秋の場合は 17 項目）に○×で回答。×がついた項目については年 2 回開催される

パート職員と所属長との職場懇談会で解決に向けて話し合う。項目のなかには、「セクシュア

ルハラスメント（性的嫌がらせ、不愉快にさせる言動）はない」及び「パワーハラスメント

（嫌がらせ、圧力、強要などと感じられる言動）はない」等がある。職場懇談会後は、改善

結果について評価し、チェックリストを組合本部へ提出することになっている（後掲資料参

照）。 

 

5. ハラスメント対策の効果 

2007 年以降のアンケートで、パワハラ・セクハラを受けたと答えた人が、2007 年の 12.6%

から 2011 年には 5.6%へと減少傾向にあることについて、同組合では、パワハラ事件の発生

を契機とした組合機関誌での啓発活動や、労使人権委員会を立ち上げるなどの取組みが 2006

年以降実施された効果ではないかと考えている。 
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6. 今後の課題 

・支部、分会の活動の活性化 

現在、一部の支部を除き、支部・分会レベルで職場の状況をつかむ活動がほとんどできて

いないため、ハラスメントに関する相談も本部が直接対応していかざるを得ない。以前は分

会単位での活動があったが、最近は若い組合員（特に正規職員）が業務で忙しかったり、組

合に関心がないなどの理由で、分会レベルの活動はなかなか難しい。 

 

7. 行政等への要望 

・他組織のパワハラやその取組みに関する情報 

自分たちの職場のことしかわからないので、他組織のパワハラに関する状況や取組みにつ

いての情報があれば参考になる。 

 

・小売業界における過当競争の見直し 

近年、小売業界は過当競争状態にあり、マネジメント上も業績向上が最優先され、ハラス

メントの温床となっている。ハラスメントを減らしていくためには過当競争そのものも問題

視してほしい。 
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〈資料〉YC 労働組合「生活・労働実感アンケート」結果 

 

(1) 2006 年秋実施アンケート結果より 

  
 

(2) 2007～2011 年アンケート結果より（対象は正規職員のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問　この1年間にパワハラ・セクハラを受けたことがあるか

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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あった
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■アンケートの回答に見る限り一貫して改善傾向にある。 

質問　この1年間にパワハラ・セクハラを見聞きしたことがあるか

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011

2010

2009

あった

なかった
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(3) 2011 年アンケートの自由記述欄より 

◎この 1 年間にパワハラ・セクハラを受けたことはありますか 

・数字が取れないのに休むのか、と言われた 

・サービス残業のことを言ったら、そんなことを言うなら仕事をふらないと言われた 

・身体が不自由なことをバカにされた 

・部下の意見を聞こうとしない 

・個人の人格まで否定された 

・理不尽にどなられる 

・いつ、やめるの？ 

・あいさつをしない 

 

◎この 1 年間にパワハラ・セクハラを見聞きしたことはありますか？ 

・必要以上に数値目標達成を迫られていた 

・部下への注意の仕方が威圧的 

・人によって態度が違う。威圧的 

・長時間の打ち合わせ 

・大勢の前で罵倒する 

・上司が大声で怒鳴りつける 

・会議の席で個人攻撃する 

・脳がどうにかなってるからみてもらえ！どうせひきとり手もない 
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